
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

三

八

二

号

健
康
保
険
取
扱
い
傷
病
手
当
金
意
見
書
交
付
料
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

内

山

晃

382



健
康
保
険
取
扱
い
傷
病
手
当
金
意
見
書
交
付
料
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

去
る
七
月
十
三
日
、
「
健
康
保
険
取
扱
い
傷
病
手
当
金
意
見
書
交
付
料
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
質
問
第
三
四
〇
号
）
を

提
出
し
、
こ
れ
に
対
し
去
る
七
月
二
十
四
日
、
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
三
四
〇
号
）
が
送
付
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
中
で
、
「
柔
道
整
復
師
の
意
見
書
は
、
柔
道
整
復
師
が
患
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
範
囲
で
自
ら
が
施
術
で

き
る
疾
病
又
は
負
傷
で
あ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
判
断
を
行
っ
た
場
合
の
も
の
で
あ
り
、
柔
道
整
復
師
が
行
う
当
該
判
断
は
、
医

師
が
医
学
的
判
断
及
び
技
術
を
も
っ
て
患
者
を
診
察
し
疾
病
又
は
負
傷
の
状
態
を
診
断
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
」

と
の
答
弁
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
柔
道
整
復
師
の
交
付
を
認
め
な
が
ら
、
無
償
と
す
る
役
務
に
対
す
る
対
価
を
無
視
す
る
社
会
的
経
済
的
差
別
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
再
質
問
す
る
。

一

傷
病
手
当
金
支
給
意
見
書
交
付
対
象
患
者
に
、
柔
道
整
復
師
を
認
め
て
い
る
理
由
は
何
か
。

二

医
師
か
ら
柔
道
整
復
師
へ
転
医
し
て
治
し
た
患
者
の
傷
病
手
当
金
請
求
も
認
め
、
そ
の
意
見
書
交
付
を
認
め
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
柔
道
整
復
師
無
償
対
医
師
有
償
の
差
異
理
由
は
何
か
。

一



三

傷
病
手
当
金
意
見
書
交
付
料
に
つ
い
て
、
医
師
有
償
（
一
通
千
円
）
に
対
し
て
、
柔
道
整
復
師
は
無
償
の
取
扱
い
に
な
っ

て
い
る
理
由
を
明
確
に
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

四

労
災
保
険
で
は
、
健
康
保
険
傷
病
手
当
金
意
見
書
交
付
料
に
相
当
す
る
柔
道
整
復
師
意
見
書
交
付
料
に
対
し
、
「
役
務
と

対
価
」
が
問
わ
れ
、
平
成
十
九
年
第
八
二
一
六
号
国
賠
事
件
で
医
師
有
償
（
一
通
五
千
円
）
に
対
し
て
柔
道
整
復
師
無
償
の

失
当
が
争
わ
れ
、
「
文
書
料
五
千
円
を
含
め
五
万
円
の
支
払
い
解
決
（
和
解
）
」
と
な
っ
た
。
健
康
保
険
で
も
役
務
と
対
価

の
公
正
・
公
平
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


